
① 　 60歳以降の賃金について、 7割では月例給で再任
用賃金を下回る職員が多数存在する。 こ のこ と は、
特別区の業務職給料表の水準の低さ が原因であり 、
行政系職員と 比べても 低く 抑えら れている技能・ 業
務系職員の賃金水準を改善するこ と 。

○ 　 ７ 割の月例給が同級の再任用賃金を下回るケース
は、 定年引上げに伴う 当分の間の措置と し て全国的
に発生し ており 、 特別区独自の現象と は言い難い。
　 また、 年収総体でみれば、 再任用賃金より 60歳超
の常勤職員の方が高く なるこ と を踏まえると 、 相応
の処遇が確保さ れていると 考えている。

② 　 特別区の清掃業務における職責や職務内容（ 公務
と し ての特殊性や困難性） 等を十分に勘案し 、 調整
額を措置するなど、 正当な賃金水準に引き上げるこ
と 。

○ 　 特別区では平成17年度の労使協議において、 身分
移管時に給料の調整額は支給し ないこ と 、 号給の加
算措置等により 対応するこ と と 整理さ れており 、 労
使協議の結果と し て重く 受け止めているため、 新た
に給料の調整額を支給するこ と は困難である。

④ 　 現給保障者も 、 昇任時に昇格メ リ ッ ト が生ずるよ
う 、 改善を図るこ と 。

○ 　 平成20年における業務職給料表の水準見直し によ
る現給保障者が昇任し た場合、 一定数が現給保障に
と どまる一方、 平成30年における技能・ 業務系人事
制度の改正による現給保障者が昇任し た場合、 昇格
メ リ ッ ト が生じ る状況にあるこ と は認識し ている
が、 現給保障と し た経緯がそれぞれ全く 異なるた
め、 現状での対応は困難である。

① 　 昇任選考については、 積極的に応募できる職場環
境の整備に努めるこ と 。

○ 　 昇任選考については、 育児休業中の者であっ て
も 、 昇任選考の有資格者であれば、 受験可能と する
など環境整備に努めてきた。 運用面においては、 各
特別区において適切な対応がなさ れるも のと 考えて
いる。

② 　 今後の大量退職を想定し 、 統括技能長や技能長に
欠員が生じ ないよう 、 安定的な清掃事業の運営と 人
材育成も 踏まえた計画的な任用を行う こ と 。

○ 　 人材育成を含む人員計画や統括技能長・ 技能長の
配置については、 各特別区において適切に対応がな
さ れるも のと 考えている。

③ 　 多種・ 多様化する特別区の清掃事業の実態を踏ま
え、 区民の期待や要望に十分に応えるためにも 、 統
括技能長職及び技能長職について、 設置基準にこ だ
わら ず、 職員の昇任意欲に応える昇任選考を確実に
実施するこ と 。

○ 　 統括技能長及び技能長の設置基準には、 設置にお
ける基礎人数の項目の他に、 「 その他、 職務内容に
応じ て、 任命権者が必要と 認める場合に設置する」
こ と も 含まれているこ と から 、 各特別区の状況を踏
まえ、 適切に対応がなさ れているも のと 考えてい
る。

④ 　 組織の新陳代謝を確保し 、 組織活力を維持するた
め、 定年年齢の引上げや再任用の職級を60歳前と 同
等と するこ と などを理由と し た昇任抑制を行わない
こ と 。

○  統括技能長及び技能長の設置基準には、 設置にお
ける基礎人数の項目の他に、 「 その他、 職務内容に
応じ て、 任命権者が必要と 認める場合に設置する」
こ と も 含まれているこ と から 、 各特別区の状況を踏
まえ、 適切に対応がなさ れているも のと 考えてい
る。

⑥ 　 人材育成の観点から も 、 技能長及び担当技能長業
務の研修期間等を考慮し た配置をするなど、 職場環
境の改善を講じ るこ と 。

○ 　 人材育成や職場環境については、 各特別区におい
て適切に対応がなさ れるも のと 考えている。

⑦ 　 精神疾患を抱える職員が生じ ないよう 、 原因究明
に努めると と も に、 発生防止や早期発見につながる
具体的な予防策を講じ るこ と 。

○ 　 各特別区において、 研修・ 講演会の実施、 相談員
の配置等を行っ ており 、 引き続き心の健康づく り 対
策等が実施さ れていく も のと 考えている。

令和４ 年度給与改定清掃労組要求に対する当局回答

清掃労組要求 当局の考え方

１．業務職給料表の水準改善について

２．人事制度の改善について
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清掃労組要求 当局の考え方

⑧ 　 定年年齢が引き上げら れ、 職員が高齢化し ている
中で、 身体的に職務に対する不安を抱える職員も 増
えているこ と から 、 技能Ⅴ・ Ⅵの職種に従事する職
員の「 ５ 号転（ 職員の希望による転職） に関わる年
齢制限」 を撤廃するこ と 。

○ 　 他職種の年齢制限や採用制度と の均衡を考慮し た
上で、 その必要性等について慎重な検討を要すべき
も のであり 、 現時点では見直し を考えていない。

⑩ 　 若年層職員のモチベーショ ンを高め、 仕事への意
欲を拡大するため、 技能主任職昇任選考の本則適用
に合わせ、 前歴持込年数を見直すこ と 。

○ 　 技能主任職昇任選考については、 本則が適用さ れ
た後、 まずは改正による効果について、 実績を踏ま
えた検証が必要であると 考えている。

① 　 地域手当は、 国家公務員給与の勤務地間調整を目
的と する制度であり 、 特別区職員の勤務実態にそぐ
わないこ と から 、 廃止し て本給に繰り 入れるこ と 。

○ 　 地域手当は、 人事委員会勧告を踏まえて措置し た
も のであり 、 こ れを本給に繰り 入れるこ と は困難で
ある。

② 　 住居手当については、 特別区職員の住居費負担の
実態を踏まえ、 支給対象者の拡大と 手当額を引き上
げるこ と 。

○ 　 住居手当については、 有為な人材を確保する観点
などから 、 一定の年齢層の職員に加算措置を設ける
等、 改正を行っ てきており 、 現状での対応は困難で
ある。

④ 　 病気休暇、 介護休暇等の取得による昇給制度等に
関する不利益措置を改善するこ と 。

○ 　 国、 他団体の状況に鑑み、 現状での対応は困難で
ある。

⑥ 　 期末・ 勤勉手当における「 欠勤等の事由」 及び換
算日数について改善するこ と 。

○ 　 国、 他団体の状況や他制度と の均衡に鑑み、 現状
での対応は困難である。

⑦ 　 勤勉手当の成績率における一律拠出割合は最低限
にと どめるこ と 。

○ 　 各特別区において、 職員の能力と 成果を的確に給
与処遇に反映し ていく 観点から 決定さ れるも のであ
る。

⑧ 　 勤勉手当の成績率の実施結果に関する検証を行う
こ と 。

○ 　 勤勉手当の成績率については、 各区に行っ た調査
の結果を踏まえ、 検証を行っ ていく 。

⑨ 　 職責の違いにかかわら ず、 経験や知識が豊富な職
員の区政に対する貢献度を職務能力と し て評価し 、
給与処遇に反映さ せるこ と 。

○ 　 職員の給与処遇については、 能力・ 業績及び職
務・ 職責に基づく 人事・ 給与制度の構築に努めてお
り 、 こ れにより 、 職員の能力と 成果を的確に給与処
遇に反映し ていると 考えている。

⑩ 　 公務労働は民間企業の効率と 利潤追求を目的と し
た労働と はその質が違う も のである。 従っ て、 現行
制度の勤勉手当の成績率及び査定昇給制度を廃止
し 、 改めて労使による十分な協議を踏まえ、 客観
性・ 合理性・ 公平性を備えた納得できる制度を構築
するこ と 。

○ 　 行政サービスの一層の向上や行政運営の効率化・
活性化を行っ ていく には、 年功的要素を縮小し 、 職
員の能力・ 業績及び職務・ 職責を的確に反映し た人
事・ 給与制度を構築し ていく 必要があるこ と から 、
勤務成績を反映さ せる勤勉手当の成績率及び昇給制
度を廃止するこ と は困難である。

⑪ 　 退職手当の基本額については、 支給率の引上げを
行う こ と 。 また、 調整額についても 改善を図るこ
と 。

○ 　 退職手当制度については、 こ の間、 民間と の較差
の是正や、 在職期間中の職務・ 職責に応じ た貢献度
をより 一層反映さ せる観点から 、 所要の見直し を
行っ てきたと こ ろである。 引き 続き 、 国、 他団体や
民間の動向を注視し ながら 、 適切な制度運営を図る
必要があり 、 現状での対応は困難である。

⑫ 　 職員の勤務意欲を維持・ 高揚さ せるためにも 、 年
齢による昇給抑制制度を廃止するこ と 。

○ 　 年齢による昇給の抑制の見直し は、 令和４ 年２ 月
７ 日団体交渉において妥結さ れたばかり であり 、 現
状での対応は困難である。 今後も 国、 他団体の動向
を注視し ていく 。

３．給与制度等の改善について
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清掃労組要求 当局の考え方

① 　 60歳超の統括技能長職・ 技能長職について、 職責
が60歳前と 同一であれば、 賃金も 同一と するべきで
あり 、 賃金を引き 下げるのであれば、 職責も 同様に
軽減し 、 少なく と も 既存の定数１ 名と し てカ ウント
し ないこ と 。

○ 　 定年引上げに係る60歳超の職員の給料月額の水準
については、 国・ 他団体と の均衡や人事委員会の定
年引上げに関する意見等を踏まえると 、 国と 同様に
７ 割相当額と するこ と が適当であり 、 定年後の再任
用職員の給与月額においては、 国、 他団体、 民間と
の均衡等を総合的に勘案し て設定さ れているこ と か
ら 適切であると 考えている。
　 また、 再任用職員には、 定年退職前と 同様の役割
が期待さ れているこ と を踏まえ、 各特別区において
定数管理がなさ れるも のと 考えている。

② 　 再任用賃金は、 年金の一部支給を前提と し た水準
のまま、 その問題は先送り さ れてき た。
　 年金無支給期間でも 、 その収入だけで生活できる
よう 、 再任用賃金の改善を図るこ と 。 また、 希望者
全員が再任用さ れる制度と するこ と 。

○ 　 雇用と 年金の接続のための再任用については、 各
特別区において、 適切に行われているも のと 考えて
いる。

③ 　 再任用等の高齢職員については、 体力的な問題か
ら 任用期間を最後まで全う でき ない職員が生じ ない
よう 、 職域を幅広く 設定するなど、 清掃事業の労働
実態を踏まえた制度設計（ 職場環境の整備） を行う
こ と 。

○ 　 再任用職員等の高齢層職員に対する職場環境の整
備等については、 各特別区において、 適切な配慮が
なさ れた上で運用さ れているも のと 考えている。

① 　 労働組合活動は、 憲法に保障さ れる労働者の権利
であり 、 労働組合活動に対する行政処分は、 不当な
も のである。 新たな処分を行わないと と も に、 過去
の処分について撤回し 、 実損の回復を行う こ と 。

○ 　 地方公務員の争議行為は地方公務員法により 禁止
さ れ、 かつ、 あおり 行為等を処罰すべき も のと 定め
ら れている。 今後も 地方公務員法に則り 適切に対処
する。

② 　 地方公務員法第42条に基づく 、 職員の福利厚生に
関する使用者責任について、 「 特別区職員の福利厚
生に伴う 使用者責任は、 各特別区で果たす」 と し た
区長会の主張に基づき 、 各区互助会等事業の拡充に
向けた各区における十分な労使協議を行う こ と 。

○ 　 各特別区の福利厚生については、 各特別区で使用
者と し ての責任を果たし ていく も のと 考えている。

③ 　 清掃職場では、 “ 車付雇上” に代表さ れる非正規
労働者等が拡大し ている。 こ れら の労働者の賃金・
労働条件については23区統一と し 、 処遇の改善を働
き かけるこ と 。

○ 　 清掃業務に関わる民間の非正規労働者の労働条件
等については、 雇用主と の間において、 随時、 見直
し が図ら れるも のである。

④ 　 就職氷河期世代を対象と する採用制度を現業職に
も 導入するこ と 。 また、 コ ロナ禍における失業者等
への対応も 検討するこ と 。

○ 　 各特別区の採用状況に鑑みると 、 就職氷河期世代
を対象と する採用制度について、 現業職へ導入する
こ と は困難であり 、 コ ロナ禍における失業者等への
対応については、 国等の動向を注視し ていく 。

⑤ 　 高齢者部分休業の導入に際し 、 清掃職場でも 活用
できるよう 、 日単位の取得が可能な制度と するこ
と 。

○ 　 高齢者部分休業の取得については、 時間又は日単
位を個別に設定できるよう に規定例を示し ているた
め、 日単位の取得は可能である。

⑥ 　 会計年度任用職員については、 改正法の趣旨に則
り 、 非常勤職員等の処遇改善と なる運用を行う こ
と 。 と り わけ、 常勤職員と 同様に、 勤勉手当を措置
できるよう 、 法改正に向け、 特別区と し て政府に働
き かけるこ と 。 併せて、 会計年度内に任期を定めて
いる趣旨を踏まえて、 不利益変更は翌会計年度と す
るこ と 。
　 また、 必要な人員が確保でき るよう に、 処遇改善
に努めるこ と 。

○  会計年度任用職員については、 各特別区におい
て、 改正法の趣旨に則っ た適切な運用や必要な人員
確保が今後も 行われていく も のと 認識し ている。
　 なお、 勤勉手当を支給できるよう 制度の見直し が
国で検討さ れており 、 令和４ 年度中に結論を得る見
通し であるため、 国や他団体の動向を注視し ていき
たい。

５．その他の諸制度について

４．高齢期雇用制度について
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Ⅰ 給与改定諸項目の内容 
番号 項目 内容 備考 

（１） 
定年引上げに伴う昇任資

格基準の改正について 

別紙のとおり  

（２） 

技能・業務系人事制度の

改正に伴う経過措置とし

ての特例の年齢要件の上

限部分の引上げ及び期間

の延長について 

別紙のとおり  

（３） 

会計年度任用職員に係る

期末手当支給月数の改定

時期の見直しについて 

別紙のとおり 

 

 

（４） 

会計年度任用職員等に係

る退職手当支給要件の一

部緩和について 

別紙のとおり  

 

Ⅱ 交渉項目の扱い 

番号 項目 内容 

（１） 
任期付短時間勤務職員採用制度

の各区事項化 

令和５年度給与改定交渉期までには結論が得ら

れるよう引き続き協議事項とする。 

 

令 和 ４ 年 11 月 17 日 ( 木 )

小 委員会交渉資料 ( 清 掃労 組 )



 

定年引上げに伴う 昇任資格基準の改正について（ 案）  

 

１  趣旨 

地方公務員法改正による定年引上げを受け、 高齢期職員のモラ ール維持

及び意欲と 能力のある高齢期職員の活用を図ると と も に、 高齢期職員の多

様な働き方の選択肢を確保するため、 昇任資格基準の改正を行う 。  

 

２  内容 

以下の選考の受験資格における年齢要件の上限部分を、 定年引上げに合

わせ、 ２ 年に１ 歳ずつ５ 歳引き上げる。  
 

年度 

令和 

４ 年度 

( 現行)  

令和 

５  

年度 

令和 

６  

年度 

令和

７  

年度 

令和

８  

年度 

令和

９  

年度 

令和

10 

年度 

令和

11 

年度 

令和

12 

年度 

令和 

13 年度 

以降 

技能主任職 

昇任選考 

58 歳未満 59 歳未満 60 歳未満 61 歳未満 62 歳未満 63 歳未満 
技能長職 

昇任選考 

統括技能長職 

昇任選考 

 

３  適用時期 

令和５ 年度から と する。  

令 和 ４ 年 11 月 17 日 ( 木 )

小 委 員 会 交 渉 資 料 ( 清 掃 労 組 )



技能・ 業務系人事制度の改正に伴う 経過措置と し ての特例の 

年齢要件の上限部分の引上げ及び期間の延長について（ 案）  

１  趣旨 

豊富な経験を有する職員の人材活用を図る観点から 、 定年引上げに伴う 昇 

任資格基準の改正に合わせ、 技能・ 業務系人事制度の改正に伴う 経過措置と  

し ての特例について、 その年齢要件の上限部分の引上げ及び期間の延長を行 

う 。  

２  内容 

特例（ 技能主任職昇任選考及び技能長職昇任選考の受験資格における年齢 

要件の上限部分を 60 歳未満と する各特例をいう 。） の年齢要件の上限部分の 

引上げ及び期間の延長は、 以下のと おり と する。  

（ １ ） 年齢要件の上限部分の引上げ 

ア 技能長職昇任選考における特例 

平成 30 年３ 月 31 日現在、 ２ 級職に任用さ れており 、 行政職給料表 

（ 二） ３ 級が適用さ れている者については、年齢要件の上限部分を 61 

歳未満と する。  

 

イ  技能主任職昇任選考における特例 

平成 30 年３ 月 31 日現在、 １ 級職に任用さ れており 、 行政職給料表 

（ 二） ２ 級以上が適用さ れている者については、 年齢要件の上限部分 

を 61 歳未満と する。  

（ ２ ） 期間の延長 

    ２ 年間延長する。  

３  適用時期 

令和５ 年度から と する。  

令 和 ４ 年 11 月 17 日 ( 木 )

小 委 員 会 交 渉 資 料 ( 清 掃 労 組 )



会計年度任用職員に係る期末手当支給月数の 

改定時期の見直し について（ 案）  

 

１  趣旨 

会計年度任用職員の任期を一会計年度内に定めている趣旨を踏ま

え、 期末手当の支給月数の改定時期に係る見直し を行う 。  

 

２  内容 

会計年度任用職員に係る期末手当支給月数の改定時期について、

常勤職員と 同様に「 年度内改定」 と する取扱いを、 「 翌年度改定」

と する取扱いに改める。  

 

  現行  改正後 

改 

定 

時 

期 

引上げ・ 引下げ 

いずれも 「 年度内改定」  

引上げ・ 引下げ 

いずれも 「 翌年度改定」  

 

３  適用時期 

令和５ 年度から 適用する。  

 

令 和 ４ 年 11 月 17 日 ( 木 )

小 委 員 会 交 渉 資 料 ( 清 掃 労 組 )



会計年度任用職員等に係る退職手当支給要件の 

一部緩和について（ 案）  

 

 

１  趣旨 

国家公務員の期間業務職員における取扱いを踏まえ、 会計年度任

用職員等に係る退職手当の支給要件の一部緩和を行う 。  

 

 

２  内容 

職員について定めら れている勤務時間以上勤務し た日が18日以上

の要件について、「 １ か月の日数が20日に満たない場合は、 18日か

ら 20日と 当該20日に満たない日数と の差に相当する日数を減じ た日

数（ 職員みなし 日数）」 と する取扱いに改める。  

 

 

３  適用時期 

各区における条例公布日以後、 適用する。  

 

令 和 ４ 年 11 月 17 日 ( 木 )

小 委 員 会 交 渉 資 料 ( 清 掃 労 組 )


